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プレスリリース  
 

 

 

 

 

 

福島銀行（取締役社長 加藤 容啓）は、2022年 1月 1日より、社員の就業時間中（昼

休みの休憩時間を除く）の禁煙を実施いたしますので、お知らせします。 

 

 

１．趣旨 

・ 2020年 4月「改正健康増進法」の施行前より「建物・敷地内（駐車場も含む）お

よび営業用車両の全面禁煙」を実施してまいりましたが、更なる喫煙・受動喫煙の

防止により、社員の健康増進を図るため実施するものです。 

・ 社員の生産性向上を図ります。 

 

 

２．実施内容  

・ 就業時間中（昼休みの休憩時間を除く）の禁煙 

・ 福島銀行健康保険組合と連携した喫煙者への禁煙サポートの実施 

 

※ 引き続き「建物・敷地内（駐車場も含む）および営業用車両」は全面禁煙であります。 

 

 

3．実施日 

・ 2022年 1月 1日より 

 

 

以 上 

就業時間中の禁煙実施について 


